
議案第４６号 

 

   平成２３年度狭山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 

 平成２３年度狭山市後期高齢者医療特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

１ 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３６，１６６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

 １，３２３，２２０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別表 歳入歳出予算 

 補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 歳入歳出予算補正 

 歳 入                                                 （単位 千円） 

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計 

３ 繰 越 金          １      ３６，１６６        ３６，１６７ 

１ 繰 越 金            １      ３６，１６６       ３６，１６７ 

歳   入   合   計    １，２８７，０５４     ３６，１６６    １，３２３，２２０ 

 

 歳 出                                                 （単位 千円） 

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計 

２ 後期高齢者医療広域

連合納付金 
 １，２３９，００２       ４，９３５     １，２４３，９３７ 

１ 後期高齢者医療広

域連合納付金 
１，２３９，００２       ４，９３５    １，２４３，９３７ 

３ 諸 支 出 金      ５，１２１      ３１，２３１        ３６，３５２ 

２ 繰 出 金            １      ３１，２３１       ３１，２３２ 

歳   出   合   計    １，２８７，０５４     ３６，１６６    １，３２３，２２０ 

 

 

平成２３年８月３１日提出 

 

          狭山市長 仲 川 幸 成 


